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弥生時代の港湾と土木技術
—城陽市下水主遺跡の大規模護岸水路の性格—

高 野 陽 子

１．弥生時代の港湾施設の発見と土木技術の革新
山城盆地南部を貫流し、淀川に合流して大阪湾へと通じる木津川は、山城や大和、近江、

さらには東海以東の地域と、瀬戸内海沿岸地域を結び、古代から近世に至る水上交通の基

幹路としての機能を果たしてきた。この木津川下流域の東岸に位置する城陽市下水主遺跡

では、弥生時代中期、古墳時代前期を中心とした各時代の大規模な流路を検出しており、

なかでも弥生時代中期の流路に伴う大規模な護岸盛土遺構は、木津川の河川交通に関わる

港湾施設であり、船着き場の遺構として大きな注目を集めるものとなった
（注１）

。

弥生時代の港湾施設に関わる遺構の検出例は、全国的にみても限られ、弥生時代中期の

長崎県壱岐市原の辻遺跡、京都府舞鶴市志高遺跡、弥生時代後期の岡山県倉敷市上東遺跡

など、わずかな例を挙げるにすぎない。その土木技術については、いずれも軟弱地盤の地

盤強度を補ったり、すべり破壊や洗掘などによる盛土の崩壊や流失を防止するなどの目的

で、天然素材を用いた盛土の強度を高める工法がとられている。なかでも、注目されるのは、

いわゆる「敷葉工法
（注２）

」や「敷粗朶（工法）」という、考古学の分野で慣用的に呼称されてき

た土木工法であり、古代から近世の土木工法を系統的に分類した小山田宏一が示すところ

の地盤工学における「補強土工法
（注３）

」である。この土木工法は、引張力の高い素材を地盤上

や土中に補強材として配することで、土塊全体の強度や安定性を高めるものであり、７世

紀の最古のダム式溜め池とされる大阪府の狭山池の築堤や、福岡県の水城、奈良県の平城

京の道路遺構の築成などに広くみられる技術として知られる。狭山池や水城にみられる工

法は、高度な建築技術と組み合わさり、百済系の朝鮮半島の混乱期に倭国に官人層が指揮

した高度に完成された技術とされる。一方、天然素材を用いて、軟弱地盤における盛土や

急勾配の盛土の安定性の強化が行われる土木技術は、すでに弥生時代にはじまり、従来は、

前述した弥生時後期前葉の上東遺跡が確実な最古の事例とされ、古墳時代前期には、河内

湖周辺の大阪市久宝寺遺跡や中期の亀井遺跡、近年では、古墳時代前期前葉の京都府城陽

市小樋尻遺跡で検出されている。

本稿で取り上げる下水主遺跡は、弥生時代後期前葉の上東遺跡をさらに遡る弥生時代中
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期後～末の大規模護岸遺構にこうした先進的な土木技術である補強土工法が用いられてい

ることを、初めて確認できたものである。

下水主遺跡では、護岸施設の軟弱地盤や盛土下層の補強に、いわゆるジオテキスタイル、

透水性の高い自然素材による補強が各所に用いられている。木枝などの粗朶を敷設する工

法を基本とするが、さらに草本を地盤上に貼る工法や、木枝を伴わず葉のみを敷設する工

法がみられ、基盤には大型の丸太材を用いた盛土流出を防止するための片枠工が確認され

る。本稿では、その土木技法の検証とともに、弥生時代にこうした先駆的な土木技術が導

入された背景について検討したい。

２．下水主遺跡の流路の性格
下水主遺跡で検出した流路ＳＤ22は、木津川の洪水時に自然堤防の破堤によって流出し

た水流の浸食によってあらたに流路が形成されたものであり、「氾濫流路」と呼ばれる
（注６）

。

氾濫流路は地形の制約を受け、各時代に大洪水のたびに同様な位置で形成され、ＳＤ22も

弥生時代から古墳時代にかけて、浸食と埋没が繰り返されている。下水主遺跡の港湾機能

をもつ施設とは、弥生時代中期後葉に至り、木津川本流から派生した流路ＳＤ22を集落側

に運河状に部分的に再掘削し、大規模な護岸盛土と張り出しを構築した護岸施設ＳＬ70で

ある。港湾機能をもつ川港として整備されたＳＤ22は、弥生時代に弥生時代中期末に洪水

層により崩壊、埋没するが、古墳時代初頭にあらたな流路として掘削され、水量が古墳時

代前期前葉には水辺の祭祀を伴い、最終的には、古墳時代中期後半を最後に水路としての

機能を終えている。以下にはまず、ＳＤ22の弥生時代から古墳時代にかけての変遷を示し

図１　下水主遺跡の位置
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ておきたい。

【弥生時代中期後半～末】

流路ＳＤ22は、木津川本流から分流する氾濫流路を中期後半から中期末に掘削したもの

であり、幅約10ｍ以上、深さ約1.8ｍを測り、準構造船などの船舶が曳航できる規模をもつ。

その片岸には、天然素材によって地盤強化がなされた大規模な護岸施設ＳＬ70が構築され

る。護岸施設の構築当初の規模は、幅約4.5～５ｍ、長さ30ｍ以上を測るものであったと

推定され、敷粗朶工法や原初的な敷葉工法によって地盤強化を施した張り出し部（ＳＷ62）

があり、船着き場として利用されたとみられる。中期末には、洪水等により土砂の埋積が

進行し、埋没したと推定される。護岸施設ＳＬ70の時期について、基底に据えられた大型

丸太材の酸素同位体比年輪年代分析でＡＤ１の暦年代を得ている。

【古墳時代初頭～前期前葉）】

弥生時代中期の水路と西側でほぼ重複し、東側でやや北側に振るが、規模は幅約10ｍを

測り、中期とほぼ同じ位置で新たに古墳時代初頭（庄内式古段階）に再び、大規模な掘削が

図２　流路SD22と護岸張り出し遺構
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行われている。この時期の水路は、全体に少なくとも1.2ｍ以上の深さが確認されること

から、準構造船等の曳航をも可能にする水路として機能したと考えられる。しかしながら

古墳時代前期前葉（布留式古段階）には土砂の埋積が進行し、多量の土器を伴ういわゆる水

辺の祭祀が行われており、古墳時代前期中葉以降、さらに水量・水位が低下し、水路は機

能を失い、埋没したと推定される。

【古墳時代中期後葉】

古墳時代中期後葉（陶邑ＴＫ23型式併行期）には、前期前半のうちに埋没していたＳＤ22

は、幅約５～６ｍ以上の規模で、新たに掘削が行われる。規模を大きく縮小し、土器の出

土量も限られるが、この段階においても子持ち勾玉が出土しており、水辺の祭祀が行われ

たようである。

３．船着き場の構造と土木工法
考古学で用いられる「敷葉工法」について、小山田宏一は木葉や草本、樹皮、木枝など

の粗朶など、素材を問わず、敷素材をして用いられるものすべての多様な天然素材に用い

る状況は混乱を与えるとし、自然素材を用いる工法として古代のジオテキスタイルという

表現をしている。従来的には「敷葉工法」は、葉のみを敷設するものではなく、葉付きの

木枝を敷設するものであるが、下水主遺跡の護岸盛土構築では、盛土下層に木枝を含まず、

葉のみからなる層位を確認している。土木工法が確立しない弥生時代中期の段階において、

近畿地方における最古の「敷葉工法」なかに、こうした技法もまた淘汰されずに認められ

る。下水主遺跡の主たる盛土工法は、木枝を盛土の基底や下部の層位に敷設し、盛土の安

定と7護岸盛土のすべり破壊を防ぐ「敷粗朶工法」である(（注４）)。

下水主遺跡で注目される新たな技術は、護岸盛土の基底部に、丸太材を枕木として据え

置き、盛土基盤を安定と、基底部の洗掘による流出を防ぐ工法が採用されていることであ

る。丸太材や木枝など粗朶の多用は、港湾や河川における軟弱地盤の「補強土工法」にお

いて、飛鳥時代以降にみられる土木工法とされるなかで(（注５）)、弥生時代・古墳時代に

大形の丸太材を枕木として、基底に並べ置き、盛土の安定を図る土木工法は、他に例をみず、

高度な工法により構築された護岸施設と言える。本稿では、下水主遺跡におけるこうした

先進的な護岸技術、土木工法について、2018年の報告書刊行後に、新たに得た知見を加え、

復元的に船着き場遺構の構造を明らかにし、その性格について検証したい。

弥生時代中期の東西方向に約30ｍにわたって検出した流路ＳＤ22は、その北岸が古墳時

代前期にほぼ同じ位置で北寄りに大規模に溝が掘削されているため、弥生時代流路の北岸

は削平され明確ではないが、基底部の形状から推定規模をおおよそ幅約11ｍとして復元す
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ることができる。流路内には、本流由来の花崗岩組成の白色砂層が多量に堆積することか

ら、本流と接続したことが明らかであり、木津川の本流と集落側を繋ぐ導水路としての機

能をもつ流路であったと考えられる。

全体構造　流路ＳＤ22に付設された船着き場とみられる護岸盛土遺構SL70は、木津川

に向けて東西方向に流れる流路ＳＤ22の南岸で検出した大規模な護岸施設である。護岸施

設ＳＬ70の規模は、基底部幅4.5ｍ～５ｍを測るが、護岸は調査区を超えてさらに西側に

広がる大規模のものと推定される。護岸盛土遺構ＳⅬ70は、護岸の基底に３～５ｍの大形

の丸太材を東西方向に枕木として据え置き、軟弱地盤上への盛土の補強を行ったものと考

えられる。大形の丸太材を使用した５点の護岸材のうち原位置を保っているものは、流路

の東部で検出した護岸材Ｅ（図３）のみである。木津川側となる西部で検出した大形の護岸

図３　護岸材E断面　
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図４　S L 70平面と工法
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材は、護岸材Ｂがやや北寄りに移動し主軸を振るほか、護岸材Ａ・Ｃ・Ｄは、流路の西部

で集積した状況で検出しており、いずれも原位置を留めていない。ほぼ構築当初の形態を

保持している部分は、ＳＬ70の東半分の約15～16ｍであり、護岸材Ｅを挟んで、その西

側に接する盛土遺構ＳＷ62と、東側の盛土遺構ＳＷ75である。

地盤補強工法　護岸盛土遺構ＳＬ70には、軟弱地盤の補強工法として、「敷葉工法」、「敷

粗朶工法」と、本稿では仮に「圧密促進盛土補強工法」と呼称する、注目される３つの工

法が確認される。なお、敷葉工法は、木葉か粗朶かと敷設材料の種を問わず、「敷葉工法」

と一括される場合があるが、粗朶類は盛土の芯材として盛土の安定性を高める機能もある

ことから、以下では、区分する。

【工法１　敷葉工法】

　　　敷葉工法Ａ　　[木葉や木片を地盤の基底や下部に敷設する工法]

　　　　　　　　　　盛土遺構ＳＷ62、盛土遺構ＳＷ75

　　　敷葉工法Ｂ　　[草本や木皮を地盤の基底や下部に敷設する工法]

　　　　　　　　　　盛土遺構ＳＷ62

【工法２　敷粗朶工法】

敷粗朶工法Ａ　[木枝類・丸太材を地盤の基底や下部に敷設する工法]

　　　　　　　　　　盛土遺構ＳＷ62、盛土遺構ＳＷ75

敷粗朶工法Ｂ　[丸太材を枕木として盛土基底に敷設する工法]

　　　　　　　護岸材Ａ～Ｅ

【工法３　圧密促進補強工法】

　　　　　　　　　　[圧密を促進するため、シルト層と砂層の互層で盛土を行う工法]

　　　　　　　　　　盛土遺構ＳＷ62、盛土遺構ＳＷ75

盛土構造　護岸施設のなかでも、東部のＳＷ71・ＳＷ75は、長さ5.5ｍの大形の護岸材

（護岸材E）を盛土の基底に用いたもので、護岸盛土の構造が最もよく残す部分である。地

盤を浅く掘り窪めて、大形護岸材を枕木状に設置したのち、護岸材の背面側にシルト層と

砂層を互層状に積み、その間に粗朶を埋設し、地盤補強したものであり、「敷粗朶工法Ｂ」

とする。護岸材Ｅについては設置された原位置を保っており、攻撃面側には、護岸材を直

立杭で固定した箇所が部分的に確認された。枕木状に基盤面上に固定された護岸材Ｅの上

層には砂層とシルト層で盛土がなされ、最後に、緑灰色粘土を法面覆土として全体に突き

固め、護岸を強化している。この法面覆土と呼称した粘土層については、西側に約10ｍ離

れた地点でも鍵層として検出しており、護岸施設の広範囲に盛土が行われたことが確認で

きる。
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張り出し部　護岸施設ＳＬ70中央部の盛土遺構ＳＷ62は、この部分のみ丸太を枕木状に

用いられた大形護岸材を用いておらず、大小の粗朶を層状に積み上げ、盛土の芯材とし

ている。粗朶が排水を促し、盛土の圧密を促進して強化する工法であり、「敷粗朶工法Ａ」

とする。ＳＷ62では、さらに盛土そのものにも工夫がなされ、透過性の高い砂層と透過性

の低いシルト層の互層によって盛土の圧密を高めるもので、「圧密促進補強工法」とする

シルト層と砂層の互層構造は、水を通しにくいシルト層のなかの水分を、透過性の高い砂

層を通して速やかに排出させ、地盤を早期に固め圧密を増して強化し、地盤全体の支持力

を向上させる機能がある。

ＳＷ62は、その基底部には部分的ながら、木葉を敷設した「敷葉工法Ａ」や、草本を丁

寧に敷設した「敷葉工法Ｂ」の工法が確認され、盛土層と軟弱地盤の相互の混合を防ぎ、

盛土の軟弱化や基底のすべり破壊を防止する極めて高度な土木工法によって構築されてい

る。高度な盛土工法がみられるＳＷ62は、全体がやや北側に突堤状に張り出す構造をなし

ており、船の繋留を可能にする船着き場の中心施設であったと考えられる。

４．弥生時代の港の類例
下水主遺跡と同様の弥生時代の港湾施設が確認された事例は極、長崎県壱岐市原の辻遺

跡で確認された出島状の突堤をもつ船着き場や、岡山県倉敷市上東遺跡の「波止場状遺構」

とされる突堤をもつ堤防状の遺構、さらに京都府舞鶴市志高遺跡の礫を多量に積み上げた

堤防状遺構などがある。

原の辻遺跡では、国内最古の弥生時代中期前葉の港湾施設が見つかっている。港の遺構

は、長さ10ｍの「コ」字形の東突堤と西突堤の２本の突堤と通路とみられる石組遺構から

なる。両突堤間が26ｍ、突堤から通路まで約46ｍを測る大規模な遺構である。長さ突堤の

基礎部分には木材や玄武岩礫が敷き詰められ、軟弱な地盤が防止するのを防ぐ井桁状の基

礎が確認されている。樹皮を敷いたあとに盛土をなし、土塁を強化しており、敷粗朶工法

が確認されている。西突堤の盛土から須玖式の土器が出土しており、弥生時代中期前葉に

築造され、後期初頭まで使用されていたと推定される。原の辻遺跡は魏志倭人伝の一支国

の王都であり、玄界灘から幡鉾川を遡上して入港する国際貿易港として機能した港であっ

たと考えられる。

上東遺跡の港湾施設は、長さ45ｍ、幅５～14ｍ、高さ２mの規模をもつ断面台形の土手

状の遺構であり、「波止場状遺構」とされる。盛土の崩落防止のために南北５列に杭を打

設しており、各杭列は杭列完間に横木を挟み込んだ２列一対の構造をなし、最長のものは、

23ｍにわたって列状に打ち込まれている。また、突堤の基礎の部分には、内側に樹皮を貼
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図５　弥生時代の船着き場遺構
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るなど、敷葉工法が確認されている。周辺で出土した土器や貨泉から、弥生後期前葉に構

築され、弧帯文が先刻された土器など祭祀関連の遺物も出土しており、後期まで機能した

可能性があるとされる。瀬戸内海から吉備の穴海を経由して吉備の中枢に入る門戸と言え

る地点に形成された遺跡であり、吉備の瀬戸内海交易の中核となった港と考えられる。

志高遺跡では、堤防状遺構SⅩ86231が見つかっている（〓）。基底部の幅16ｍ、上部幅

８ｍ、長さ40ｍ以上の規模をもつ石積みの長大な遺構である。隣接して立地する方形貼石

墓の築造後に構築されたとみられ、弥生時代中期末頃に形成されたとされる。石積み遺構

の周辺には窪地があることから、Ｔ字形の形状に復元することが可能で、河川の岸辺に造

り出された船着き場の遺構とされる。志高遺跡は、日本海から由良川を約４ｋｍ遡上した

河川交通の要衝に立地しており、南海産のキイロタカラガイが詰められた広口壺が出土す

るなど、瀬戸内側と日本海側を繋ぐ交易拠点であった。

以上の弥生時代の初期の港湾施設の土木工法について、原の辻遺跡と志高遺跡にみる礫

の打ち込み工法と、上東遺跡にみる杭の打設工法は、下水主遺跡で確認されていない工法

であり、初期の港湾施設にみる土木工法として、土木工学の分類に依拠しない考古学的視

点によるものであるが、以下の５つの土木工法をあげることができようか。

１．敷葉工法　　

２．敷粗朶工法

３．盛土排水補強工法

４．礫打ち込み工法

５．矢板打ち込み工法

下水主遺跡で確認できる１～３の工法は、いずれも軟弱地盤の補強工である。一方、４

の礫打ち込み工法としたものは、原の辻遺跡にみるような基盤工と、志高遺跡にみる貼石

技法というべき、洗掘による盛土の崩壊を防ぐための工法がある。５の矢板打ち込み技法

も盛土の崩壊を防ぐための工法である。

下水主遺跡の調査で検出した護岸施設ＳＬ70は、盛土遺構ＳＷ62から出土した数片の

土器が弥生時代中期後葉に位置付けられるほか、護岸材Ｅの酸素同位体比年輪年代分析

（Ａ.Ｄ.１）や加速器放射性炭素年代分析（65－176calAD[91.0％]）において、おおよそ弥生時

代中期後葉～末に比定できる年代値が得られている。

今回の調査では、大形護岸材（Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ）やＳＷ62の粗朶を酸素同位体比年輪年代

分析の対象とし、さらに原位置と保つとみられる護岸材ＥについてはＡＭＳ加速器放射性

炭素年代分析のウイグルマッチングの対象とした。また、大形護岸材Ａや、大形護岸材Ｅ

直上の層位から出土した種子類、さらにＳＸ75の敷葉遺構から出土した木葉などをＡＭ
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Ｓ加速器放射性炭素年代分析の対象とした。その結果、酸素同位体比年輪年代分析では護

岸材Ｅは、ＡＤ.１年とされ、ＡＭＳウイグルマッチング分析でもほぼ近い年代値を得た。

また、護岸材Ｂや、種子や木葉についても、おおよそ弥生時代中期後半に相当する年代値

を得ている。

　　　　　　　　　　　　（たかの・ようこ＝当調査研究センター調査課長）

図６
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注１　高野陽子ほか「新名神高速道路整備事業関係遺跡　下水主遺跡第１次・４次・６次（Ａ～Ｃ

地区）」（『京都府遺跡調査報告集』第173冊　公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究セン

ター）2018

注２　増田富士雄「下水主遺跡の氾濫流路　SD22の堆積環境」（前掲注１　公益財団法人京都府埋

蔵文化財調査研究センター）2018
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